
平
成
26
年
度
か
ら

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

率
は
、
２
年
ご
と
に
設
定
し
て
い
ま

す
。
平
成
26
年
度
は
変
更
の
年
で
、

平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料
は
下
の

よ
う
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

保
険
料
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
る
場
合

①
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、
保

険
料
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
５
万

２
６
０
７
円
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

②
所
得
割
額
の
軽
減

　
所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う

ち
、
所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
所
得

金
額
が
58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
の

み
の
場
合
は
そ
の
収
入
が
２
１
１
万

円
以
下
〈※

〉）
の
人
は
、
所
得
割

額
が
一
律
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

収
入
の
あ
っ
た
年
の
12
月
31
日
時

点
で
65
歳
以
上
の
人
の
場
合

③
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
人
の
保
険
料
の
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健

康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
所
得
割

額
は
課
さ
れ
ず
、
被
保
険
者
均
等
割

額
の
９
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険

組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
た
人
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

④
留
意
事
項

　
軽
減
対
象
と
な
る
人
の
判
定
は
、

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
市
か
ら
提
供
さ
れ
た
所
得
情
報
に

基
づ
い
て
行
い
ま
す
の
で
、
被
保
険

者
の
皆
さ
ん
か
ら
申
請
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
所
得
情
報

が
な
い
場
合
は
判
定
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
高
齢
介
護
課
窓
口
へ
の
簡
易
申

告
な
ど
が
必
要
で
す
。

保
険
料
額
の
お
知
ら
せ
と
納
め
方
　

①
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や
納
付
書

で
お
支
払
い
）
の
人

　
本
年
７
月
に
、
平
成
26
年
度
の
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
決
定
（
本

算
定
）
に
か
か
る
「
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
と
「
納
入
通
知
書
」
の
一

体
型
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

そ
の
後
、
口
座
振
替
や
納
付
書
（
納

入
通
知
書
）の
方
法
に
よ
り
９
期（
７

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
）
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

※

年
度
の
途
中
か
ら
特
別
徴
収
に
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
）
の
人

　
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

の
人
は
、
原
則
年
６
回
の
年
金
受
給

日
に
、
そ
の
年
金
か
ら
直
接
お
支
払

い
い
た
だ
き
ま
す
。

被保険者
１人当たり
５万 2,607 円

賦課のもととなる
所得（※）×所得
割率（10.41％）

（年額）
均等割額保険料 所得割額

（限度額 57万円）

■ 所得ごとの均等割額の軽減率

■ 平成 26・27年度
後期高齢者医療制度
の保険料算出方法

所得の判定区分
①下欄②に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者
全員の各所得が０円であるとき（ただし、公的年金等控除額は
80万円として計算する）
②世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が、
基礎控除額（33万円）を超えないとき
③世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が【基
礎控除額（33万円）＋24万５,000円×被保険者の数】を超え
ないとき
④世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基
礎控除額（33万円）＋45万円×被保険者の数】を超えないとき

軽減割合

９割

8.5割

５割

２割

5,260円

7,891円

２万6,303円

４万2,085円

軽減後の均等割額（年額）

後期高齢者医療制度
保険料率が変わります
◎平成26年度の保険料
◎保険料は所得状況に応じ軽減されます
◎保険料のお知らせ方法と納め方

※所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は、前年の総所得
金額および山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金
額の合計額から基礎控除額 33 万円を控除した額です。雑損失の繰越控除
額は控除しません。

※基礎控除額などの数値は、今後の
税法改正などによって変動するこ
とがあります。

※軽減に該当するかどうかを判断す
るときの総所得金額などには、専
従者控除、譲渡所得の特別控除の
税法上の規定は適用されません。

※国民健康保険と同様、当分の間、
年金収入につき公的年金など控除
を受けた65歳以上の人については、
公的年金などに係る所得金額から
15 万円を控除して軽減判定します。

※世帯主が被保険者でない場合で
も、その世帯主の所得が軽減判定
の対象となります。
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※

特
別
徴
収
を
や
め
て
、
口
座
振
替

で
の
お
支
払
い
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
高
齢
介
護
課
窓
口
へ
の
申
出
に

よ
り
変
更
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

仮
徴
収
（
平
成
25
年
中
の
所
得
が
確

定
す
る
ま
で
の
仮
納
付…

４
・
６
・

８
月
）

⑴
平
成
26
年
２
月
に
保
険
料
を
特
別

徴
収
で
支
払
っ
た
人

　
４
月
の
年
金
受
給
時
に
、
２
月
に

支
払
っ
た
金
額
と
同
額
を
仮
徴
収
額

と
し
て
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
保
険
料
額
の
通
知
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、６・８
月
分
は
、

４
月
分
と
同
額
が
適
当
で
な
い
と
市

が
判
断
す
れ
ば
仮
徴
収
額
が
変
更
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、

変
更
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

⑵
平
成
25
年
度
は
普
通
徴
収
で
、
４
・

６
・
８
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
の

対
象
と
な
る
人

　
平
成
25
年
度
の
保
険
料
額
を
も
と

に
仮
徴
収
額
を
決
定
し
ま
す
。
そ
の

場
合
、
事
前
に
「
保
険
料
仮
徴
収
額

決
定
通
知
書
」
と
「
納
入
通
知
書
兼

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」
の
一
体
型

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※

平
成
25
年
度
に
引
き
続
き
普
通
徴

収
（
口
座
振
替
や
納
付
書
）
で
お
支

払
い
い
た
だ
く
人
は
、
仮
徴
収
は
行

わ
れ
ま
せ
ん
。

本
算
定
後
の
特
別
徴
収

　
平
成
26
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
決
定
（
本
算
定
）
後
の
10

月
以
降
、
引
き
続
き
、
ま
た
は
新
た

に
特
別
徴
収
と
な
る
人
は
、
７
月
に

「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
と
「
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
」
の
一
体
型
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
10
・
12
・
２
月
の
年
金
受
給
時
に
、

平
成
25
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計

算
さ
れ
た
年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収

な
ど
に
よ
り
す
で
に
納
め
て
い
た
だ

い
た
金
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
支

払
回
数
に
振
り
分
け
て
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

問
合
　
▽
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
　
資
格
管
理
課
（
☎
０
６
・

４
７
９
０
・
２
０
２
８
　
フ
ァ
ク
ス

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
０
　
祝

日
を
除
く
月
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
30
分
）　
▽
高
齢
介
護

課
（
市
役
所
１
階
８
番
窓
口
） 

■ 健康診査　～年に１回無料で受けられます！～
　４月下旬ごろ、府後期高齢者医療広域連合の被保険者
に、「健康診査受診券」をお送りします。年度途中に新た
に 75 歳になる人には、誕生月の翌月当初に順次お送りし
ます。
　受診券が届きましたら、広域連合が指定する医療機関
などで無料（年度中に１回）で受診できます。受診の際は、
事前に医療機関などにご連絡のうえ、受診券と被保険者
証を忘れずにお持ちください。
　ただし、次に示すような長期入院中や施設入所中の人
などは、病院・施設において健康管理が図られているため、
健康診査の対象者から除いています。
健康診査の対象とならない人
①病院または診療所に６か月以上継続して入院中の人
②特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホー
ム、障がい者支援施設などの施設に入所または入居し
ている人
　なお、退院・退所したなど事情が変わった場合は、受
診券を発行しますので、お問い合わせください。
■ 人間ドック　～最大２万6,000円を助成～
　府後期高齢者医療広域連合では、被保険者が人間ドッ
クを受診した場合の費用の一部を助成しています。
　費用の助成を受けるには、高齢介護課窓口に必要書類

を持参し、申請する必要があります。
　なお、各年度中１回の受診に対し、２万 6,000 円を上
限として費用の一部を助成します。
【申請に必要なもの】
▷人間ドックの領収書の写し
▷検査項目が確認できるもの（検査結果通知書の写しな
ど）
▷被保険者証
▷口座情報がわかるもの
▷認印
【注意事項】
　人間ドックを受診した人は、申請するまでの間、領収
書などを大切に保管してください。
問合　大阪府後期高齢者医療広域連合　給付課（☎06・
4790・2031　ファクス 06・4790・2030　祝日を除
く月～金曜日　午前９時～午後５時 30 分）または高齢介
護課（市役所1階6番窓口）

健康診査・人間ドックの
費用を助成します！

後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

15 広報いずみおおつ　平成26年4月号

▷後期高齢者医療制度／健康診査・人間ドックの費用を助成



４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料
（
定

額
）
は
１
か
月
１
万
５
２
５
０
円
に

　
４
月
か
ら
表
の
と
お
り
の
保
険
料

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ま
と
め
て
前

納
す
る
と
さ
ら
に
割
引
さ
れ
ま
す
。

過
去
２
年
間
に
国
民
年
金
保
険
料
の

未
納
期
間
が
あ
る
人
へ

保
険
料
の
免
除
申
請
が
で
き
る
対
象

期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　
国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と

き
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
、
保
険

料
の
免
除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
過
去
分
の
保

険
料
の
免
除
（※

）
が
受
け
ら
れ
る

期
間
は
、
申
請
の
直
前
の
７
月
（
学

生
納
付
特
例
は
直
前
の
４
月
）
ま
で

の
１
年
以
内
で
し
た
。
４
月
か
ら
は
、

申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分

ま
で
申
請
（
学
生
で
あ
っ
た
期
間
に

つ
い
て
は
、
学
生
納
付
特
例
申
請
）

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※

全
額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分
の

３
、
半
額
、
４
分
の
１
）、
若
年
者

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
こ
と

失
業
な
ど
に
よ
る
特
例
免
除
の
対
象

期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　
災
害
・
失
業
な
ど
を
理
由
と
し
た

免
除（
特
例
免
除
）は
、こ
れ
ま
で
は
、

申
請
時
点
の
年
度
ま
た
は
前
年
度
に

災
害
・
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
こ

と
が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
４
月
か
ら
は
、
災
害
・
失
業
な
ど

の
前
月
か
ら
災
害
・
失
業
な
ど
が

あ
っ
た
年
の
翌
々
年
６
月
ま
で
の
期

間
、
特
例
免
除
の
申
請
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
26
年
３
月

以
前
に
あ
っ
た
災
害
・
失
業
も
対
象

で
す
が
、
過
去
分
の
審
査
対
象
期
間

は
、
２
年
１
か
月
前
ま
で
で
す
。

申
請
方
法
　
年
金
手
帳
・
認
め
印
・

失
業
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
の
写
し
（
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
・
離
職
票
な
ど
）、
学

生
納
付
特
例
申
請
の
場
合
は
、
学
生

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

を
持
っ
て
保
険
年
金
課
へ

注
意
事
項

▽
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
免
除

申
請
で
き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ

る
と
万
一
の
際
に
障
が
い
年
金
な

ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
や
失
業

な
ど
の
特
例
免
除
が
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
し
た
期
間
の
前
年
所
得
に
基

づ
き
審
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
免

除
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
申
請
期
間
に
対
応

す
る
前
年
所
得
が
未
申
告
の
と
き

や
、
過
去
分
の
申
告
が
行
え
な
い

場
合
も
申
請
が
却
下
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
平
成
24
年
３
月
か

ら
６
月
ま
で
の
免
除
を
希
望
し
、

平
成
23
年
度
（
平
成
22
年
中
の
所

得
）
の
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
人

は
、
平
成
26
年
６
月
30
日
ま
で
に

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
全
額
免
除
と
一
部
免
除
は
配
偶
者

お
よ
び
世
帯
主
、
若
年
者
納
付
猶

予
は
、
配
偶
者
の
所
得
審
査
も
行

い
ま
す
。
配
偶
者
や
世
帯
主
が
失

業
し
て
い
る
場
合
も
免
除
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

免
除
さ
れ
た
保
険
料
は
あ
と
か
ら
納

め
ら
れ
ま
す
（
追
納
制
度
）

　
免
除
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
と
比
べ

て
、
将
来
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

あ
と
か
ら
保
険
料
を
納
め
ら
れ
る

「
追
納
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
免
除
承
認
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以

降
の
保
険
料
を
追
納
す
る
と
、
当
時

の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

障
が
い
年
金
受
給
な
ど
で
法
定
免
除

を
受
け
て
い
る
人
へ

　
こ
れ
ま
で
、
障
が
い
基
礎
年
金
な

ど
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
免
除
（
法
定
免

除
）
と
な
る
た
め
、
老
齢
基
礎
年
金

額
の
増
額
を
希
望
す
る
際
は
保
険
料

の
後
払
い
（
追
納
制
度
）
を
ご
利
用

い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。
４
月
か
ら

は
、
法
定
免
除
の
期
間
で
あ
っ
て
も
、

保
険
料
を
通
常
納
付
で
き
る
「
納
付

申
出
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
納

付
申
出
に
よ
り
、
便
利
で
お
得
な
次

の
３
つ
の
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。

①
保
険
料
の
口
座
振
替
　
②
保
険
料

の
前
納
（
保
険
料
の
割
引
あ
り
）　

③
付
加
年
金
な
ど
の
加
入
（
お
得
な

上
乗
せ
制
度
）

手
続
方
法
　
保
険
年
金
課
ま
た
は
堺

西
年
金
事
務
所
に
申
出
書
を
提
出

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）
ま
た
は
日
本
年
金
機
構

堺
西
年
金
事
務
所
（
☎
０
７
２
・
２

４
３
・
７
９
０
０
）

国民年金からのお知らせ
◎４月からの保険料が確定
◎保険料免除の申請ができる期間が拡大
◎免除されている期間の保険料は後払い可能

※国民年金保険料は、国民年金法により、保険料が毎
年改定されることになっています。

■ 平成 26年度の国民年金保険料
1万 5,250円
1万5,650円
１万1,440円

7,630円
3,810円

保険料（定額）
付加保険料に加入した場合

4分の1免除
半額免除

4分の3免除
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●40～74歳の人へ
　特定健診は、それぞれが加入している保険者によって行
われ、対象者には、特定健診の案内が各保険者からありま
す。市では、国民健康保険（以下、国保）に加入している
40歳から74歳の人を対象に、次のような流れで特定健診
を実施しています。また、国保では今年度から自己負担額
が無料になっていますので、年に１回は特定健診を受けて、
自分の健康状態をチェックしましょう。※保険者は保険証
で確認してください。
特定健康診査利用の流れ
①受診券の送付
　４月下旬に保険年金課より市国保の対象者に「特定健康
診査受診券」（若草色）を送付します。
②特定健診の日程確認
　特定健診は保健センターで行う集団健診と、指定医療機
関で行う個別健診があります。
　集団健診は、ホテル健診など、追加で実施することもあ
ります。また、表１および表２のとおり特定健康診査受診
券を使って、国保プチドックや人間ドックを受診すること
も可能です（ただし、いずれか１つのみ）。
③受診日の持ち物
　「保険証」と「特定健診受診券」をご持参ください。

④健診結果の通知
　受診後、健診結果が通知されます。メタボリックシンド
ロームによる生活習慣病（糖尿病や高血圧など）のリスク
が高いと判定された人には特定保健指導の案内が届きま
す。
特定健診の健診項目
①質問票　②身体計測　③診察　④血圧測定　⑤血液検査
（脂質、血糖、肝機能、腎機能など）　⑥尿検査　⑦心電図
※眼底検査は、一定の条件を満たす人のみが対象となりま
すので、希望する人は、必ず受診前に保険年金課にお問い
合わせください。
●今年度75歳になる人へ　
　誕生日を境に健康診査の受診方法が変わります
▷75歳誕生日前日まで
　75 歳の誕生日前日までに、特定健診受診券を使って受
診できます。
▷75歳誕生日当日以降
　誕生日の翌月上旬に、府後期高齢者医療広域連合から届
く受診券を使って、後期高齢者医療健康診査を受診できま
す。健診料は無料です。
問合　保険年金課（市役所１階５番窓口）

■（表2）人間ドック・脳ドック指定医療機関一覧（料金は税込）

■（表 1）特定健康診査の日程・場所  　健診は年度内に特定健診、国保プチドック（※1）、人間ドックのいずれか一回の受診に限る
対　象

国保
プチドック
（※1）

40 ～ 74歳
（75歳誕生日前日
～昭和 50年３月
31日生まれ )

6/2 ㈪、15㈰
10/19 ㈰

▷40～ 74 歳…受診券到着後～平成 27 年 3 月 31
日　▷30～39歳…受診券は届きません。受診前に
必ず保険年金課窓口に申請してください。

予約不要。受付時間は午前 9
時～ 11時 30分

保健センター
（宮町 2-25）

保健センター

受診前に医療機関にお問い合
わせください。

要予約（直接医療機関へ）

定員 100 人で要予約。特定
健診受診券に同封のプチドッ
ク案内ちらしを参照してくだ
さい。(4月下旬送付予定 )

人間ドック指定医療機関
（表２）

市内特定健康診査指定医療機関
（受診券同封のパンフレット参照）受診券到着後～平成 27年 3月 31日

5/29 ㈭、30㈮
6/18 ㈬、19㈭

30～ 74歳
( 受診時現在 )

072・260・5555

072・265・6006 堺市西区浜寺船尾町

06・6941・9620

4万 1,040 円
4万円

（※2）

日　程

特
定
健
診

健診会場申込方法

（※1）　国保プチドックとは、特定健診と３つのがん検診（肺・胃・大腸）がセットで受診できる健診です。
（※2）　6/15、10/19 は、健康推進課の実施するがん検診（肺・胃・大腸）が保健センターで実施されます。がん検診の受診
を希望する場合は、保健センターへの予約（先着順）が必要になります。予約開始日など詳しくは今月号中綴じの「成人保健
予定表」をご覧ください。

人間
ドック

個別
健診

集団
健診

助成額
(上限 )

　
人間ドック
3万円

脳ドック
2万円

人間ドックと
同日実施の場合
同日実施なし
3万 4,560 円
3万 2,000 円
実施なし

3万 2,400 円
2万 7,000 円
3万 8,880 円

基本料金

4万 3,200 円
5万 4,000 円
3万 5,000 円
実施なし

4万 8,600 円
4万 8,600 円
脳ドック
のみは不可

4万 5,360 円

日帰りの
基本料金

人間ドック

所在地

泉大津市下条町
和泉市肥子町
岸和田市加守町
堺市堺区戎島町

大阪市浪速区湊町
堺市西区鳳東町

大阪市中央区大手前

電話番号

32・5622
40・2154

072・445・9908
072・224・1717

0120・728・797

医療機関名

市立病院
府中クリニック
岸和田徳洲会病院
ベルクリニック
聖授会OCAT
予防医療センター
鳳総合健診センター
大手前病院

健康管理センター
馬場記念病院

※脳ドックと 30～ 39 歳の人間ドックは、受診前に必ず保険年金課へ申請してください。「助成決定通知書」をお渡しします。40～ 74
歳の人間ドックは「特定健康診査受診券」が決定通知書の代わりになります。　※「助成決定通知書」か「特定健康診査受診券」を受診時
に指定医療機関の窓口に提出し、基本料金から助成額を引いた金額をお支払いください。　例 ▷市立病院で人間ドックを受けた場合の支
払額…4 万 5,360 円ー 3 万円＝1 万 5,360 円　▷府中クリニックで人間ドックと脳ドックを同日に受けた場合の支払額…4 万 1,040 円
＋3万 4,560 円ー 3万円ー 2万円＝2万 5,600 円

脳ドック

4万 5,360 円

4万 3,200 円
4万 3,200 円

4万 3,200 円 ５万 4,000 円 ２万 7,000 円

初回 5万 760円、
2回目～ 4 万 8,060 円

特定健診を受けましょう！
４月から40～74歳の

皆さんへ
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▷国民年金からのお知らせ／特定健診を受けましょう！



　
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
へ
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
得

の
低
い
人
に
対
し
、
暫
定
的
・
臨
時

的
な
措
置
と
し
て
「
臨
時
福
祉
給
付

金
」
を
支
給
す
る
予
定
で
す
。

　
ま
た
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
も

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

を
支
給
す
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
市
で
は
、
現
在
市
民
の
皆

さ
ん
へ
の
ご
連
絡
や
給
付
を
行
う
準

備
中
で
す
。
申
請
期
間
や
方
法
な
ど

に
つ
い
て
決
ま
り
次
第
、
広
報
紙
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
伝
え
し

ま
す
。

◎
臨
時
福
祉
給
付
金
の
詳
細

給
付
対
象
者
　
平
成
26
年
１
月
１
日

に
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
人
で
、
平
成
26
年
度
分
の

市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な

い
人

　
た
だ
し
、
市
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
る
人
の
扶
養
親
族
な
ど
の

場
合
や
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

人
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

　
な
お
、
市
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い

人
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
は
、
市
・

府
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。 

　
収
入
・
所
得
が
な
い
人
で
も
、
申

告
を
し
て
い
な
い
と
、
臨
時
福
祉
給

付
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

給
付
額
　

▽
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円

▽
給
付
対
象
者
で
あ
り
、
か
つ
老
齢

基
礎
年
金
、
障
が
い
基
礎
年
金
、

遺
族
基
礎
年
金
、児
童
扶
養
手
当
、

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
受
給
者

は
、
５
０
０
０
円
を
加
算

　◎
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

詳
細

給
付
対
象
者
　
平
成
26
年
１
月
分
の

児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
）
の

受
給
者
で
あ
っ
て
、
平
成
25
年
の
所

得
が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
に
満

た
な
い
人

　
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

は
、
児
童
手
当
の
上
乗
せ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
臨
時
福
祉
給
付
金
の
類
似

の
給
付
金
と
し
て
、
こ
れ
と
調
整
し

て
給
付
さ
れ
ま
す
。

対
象
児
童
　
平
成
26
年
１
月
分
の
児

童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
）
の
対

象
と
な
る
児
童

　
た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対

象
者
お
よ
び
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
人
は
対
象
外
で
す
。

給
付
額

▽
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

臨
時
福
祉
給
付
金
詐
欺
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

▽
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金

自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。

▽
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他

人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら

う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。

▽
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
の
給
付
の
た
め

に
、
手
数
料
な
ど
の
振
込
を
求
め

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
現
時
点
で
、
市
や
厚
生
労
働
省
な

ど
が
住
民
の
皆
様
の
世
帯
構
成
や

銀
行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情

報
を
照
会
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

詐
欺
か
な
？
と
思
っ
た
ら

　
ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
や
厚
生

労
働
省
（
の
職
員
）
な
ど
を
か
た
っ

た
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便

が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
、
最
寄
り
の

警
察
署
（
泉
大
津
警
察
署
☎
23
・
１

２
３
４
）
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電

話
（
☎
♯
９
１
１
０
）
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

市 民 税 が 非 課 税 の 人 へ 平成 26 年１月分の児童手当受給対象児童へ

◎臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
　について詳しくは
専用ダイヤル み な いいきゅうふ

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金
が支給されます！

受付時間＝土日祝を除く午前９時～午後６時

消費税率増加に伴い、臨時の給付金が支給されます。支給方法
や申請の期間など、詳しいことは決まり次第お知らせします。
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老年内科専門医が市立病院名誉院長に！
認知症や骨粗しょう症など、高齢者特有の疾患に特化した医療のエキスパートです

泉 大 津 市 立 病 院 N E W S

２人目以降の出産を割引します

　４月から、大阪市立大学名誉教授で、老年内科専門医の三木隆巳先生が名誉院長として着任します。
　老年内科とは高齢者特有の疾患とされる認知症や骨粗しょう症などに特化した医療です。三木先
生は、認知症をはじめ、パーキンソン病や脊髄小脳変性症など多くの患者を診療されてきました。
特に骨粗しょう症では日本で初めて全身の骨密度を測定し、骨密度測定のきっかけを作られました。
大阪市立大学でもその功績を高く評価され名誉教授の称号を授与されています。
　市立病院では当面、月・水・金曜日の外来での診察を行います。

　「こどもと女性にやさしい病院」を目指す市立病院では、出
産を奨励するため、同院で１人目を出産した人を対象に、２
人目以降の分娩料を５万円割引きます。
　市立病院では、常勤医と応援医で産婦人科当直を交代で行
い、夜間の診察・分娩にも対処しています。また、平成 21
年 10 月には地域周産期母子医療センターを開設し、分娩時
の新生児科医立ち合いやその後の新生児治療などの体制が充
実し、より安心して分娩に臨めるようになりました。

　こうした体制の充実化により、市内をはじめ、近隣市町か
らも出産に来る人も多く、市立病院での分娩は年間約 800 件
に及びます。
　このたび、市立病院の強みである産婦人科での出産を奨励
するため、さらなる周産期医療サービスの充実に努めます。
　割引制度について詳しくは市立病院医事課へお問い合わせ
ください。
問合　市立病院医事課（☎32・5622）

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
自
発

的
な
特
定
非
営
利
活
動
を
支
援
し
、

市
民
活
動
を
活
発
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
そ
の
事
業
費
の
一
部
ま

た
は
全
額
を
補
助
す
る
公
募
型
補
助

金
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
補
助
対
象
事
業
の
審
査
の
一
環
と

し
て
、
平
成
25
年
度
交
付
団
体
に
よ

る
事
業
報
告
会
、
お
よ
び
平
成
26
年

度
申
請
団
体
に
よ
る
事
業
審
査
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、
事
業
報
告
会
・
審
査
会
は
、

交
付
団
体
と
申
請
団
体
に
よ
る
公
開

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
で
行
わ

れ
ま
す
。

平
成
25
年
度
　

交
付
団
体
事
業
報
告
会

日
時
　
４
月
20
日
㈰
　
午
後
２
時
〜

場
所
　
市
役
所
３
階
大
会
議
室

平
成
25
年
度 

交
付
団
体

▽
ね
こ
ろ
じ
の
会

▽
絵
本
の
会
　
ぽ
っ
か
ぽ
か

▽「
み
ん
な
集
ま
れ
元
気
っ
子
！
　

泉
大
津
の
親
と
子
の
集
い
」
実
行

委
員
会 

▽
輪
を
ひ
ろ
げ
る
会

（
順
不
同
）

平
成
26
年
度

申
請
団
体
事
業
審
査
会

日
時
　
５
月
17
日
㈯
　
午
後
２
時
〜

場
所
　
市
役
所
３
階
大
会
議
室

平
成
26
年
度 
申
請
団
体

募
集
中
で
す
！

　
平
成
26
年
度
の
補
助
金
助
成
を
希

望
す
る
団
体
を
現
在
募
集
中
で
す
。

な
お
、
申
込
は
４
月
30
日
㈬
ま
で
延

長
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
広
報
い

ず
み
お
お
つ
２
月
号
（
８
ペ
ー
ジ
）

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
補
助
金
の
対
象
と
な
る
の
は

平
成
26
年
度
に
実
施
さ
れ
る
「
事
業
」

で
す
。
団
体
の
運
営
や
活
動
全
般
に

つ
い
て
補
助
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

「
泉
大
津
市
が
ん
ば
ろ
う
基
金
」
へ

の
寄
付
に
ご
協
力
を

　
こ
の
補
助
金
制
度
は
、
皆
さ
ん
か

ら
の
寄
付
と
市
も
そ
れ
と
同
額
を
積

立
て
る
「
泉
大
津
市
が
ん
ば
ろ
う
基

金
」
を
財
源
と
し
て
い
ま
す
。
円
滑

な
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
皆
さ

ん
の
応
援
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

ぜ
ひ
と
も
、
寄
付
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
　
人
権
市
民
協
働
課
（
市
役
所

１
階
２
番
窓
口
）

活動支援補助金の交付団体の
事業報告会･審査会を開催

泉大津市は、市民の皆さんの自発的な特定非営利活動を応援しています！

市では、特定非営利活動を応援するために、団体が行う事業に対し補助金を交付しています。
補助金の交付団体による事業報告会を開催します。特に、日ごろ市内で活躍されている市
民団体の皆さんなど、特定非営利活動を実施している人は、ぜひご出席ください！

三
木
名
誉
院
長

「
泉
大
津
市
が
ん
ば
ろ
う
基

金
」
を
活
用
し
て
い
る
事

業
に
は
、
こ
の
ロ
ゴ
マ
ー

ク
を
表
示
し
て
い
ま
す
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最
近
、
外
来
生
物
（
本
来
そ
の
地

域
で
生
息
し
て
い
な
い
生
物
）
が
多

く
繁
殖
し
て
生
態
系
に
大
き
な
悪
影

響
を
お
よ
ぼ
す
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
外
来
生
物
の
多
く
は
、
人
間
の

ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼

育
し
な
か
っ
た
一
部
の
飼
い
主
が
発

端
で
繁
殖
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。
外
来
生
物
の
多
く
は
本
来
野
生

動
物
で
あ
り
、
犬
や
猫
の
よ
う
に
人

間
に
な
つ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
一
部
の
外

来
生
物
の
飼
養
は
、
法
律
で
原
則
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
外
来
生
物
や
動
物
な
ど
を
飼
育
す

る
前
に
は
、
よ
く
考
え
て
か
ら
飼
育

し
、
適
正
に
管
理
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
を
見
か
け
た
と
き

の
注
意

①
む
や
み
に
驚
か
せ
た
り
、
触
っ
た

り
し
な
い
（
人
間
が
驚
か
せ
た
り

し
な
い
限
り
、
動
物
か
ら
攻
撃
し

た
り
し
ま
せ
ん
）

②
エ
サ
を
あ
げ
な
い

③
日
ご
ろ
か
ら
、
外
来
生
物
や
野
生

動
物
な
ど
が
住
み
に
く
い
環
境
づ

く
り
を
心
が
け
る
（
雑
草
な
ど
は

定
期
的
に
刈
り
取
り
、
残
飯
な
ど

も
食
い
荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
工

夫
す
る
）

　
野
良
猫
に
よ
る
ふ
ん
・
尿
の
苦
情

や
鳴
き
声
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す

が
、
そ
も
そ
も
野
良
猫
は
、
一
部
の

飼
い
主
が
無
責
任
な
飼
育
を
行
っ
た

り
、
捨
て
た
こ
と
が
発
端
で
す
。

　
野
良
猫
へ
エ
サ
を
や
る
こ
と
に

よ
っ
て
繁
殖
を
促
進
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
付
近
に
フ
ン
・
尿
が
放
置
さ

れ
、
ま
た
残
飯
に
カ
ラ
ス
や
虫
な
ど

も
集
ま
っ
て
不
衛
生
に
な
り
ま
す
。

　
飼
い
猫
は
、
飼
育
環
境
を
整
え
る

こ
と
で
室
内
で
飼
え
る
の
で
、
放
し

飼
い
に
し
て
い
る
人
は
、
飼
育
方
法

を
今
一
度
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

　
野
良
猫
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い

た
め
に
も
、
一
人
ひ
と
り
が
よ
く
考

え
、
行
動
し
、
猫
が
好
き
な
人
も
苦

手
な
人
も
と
も
に
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

人
間
と
猫
が
仲
よ
く
共
存
で
き
る
環

境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

①
放
し
飼
い
を
や
め
室
内
で
飼
育
す

る
（
交
通
事
故
や
ノ
ミ
・
ダ
ニ
な

ど
に
よ
る
皮
膚
炎
な
ど
の
病
気
、

迷
子
な
ど
を
防
げ
ま
す
）

②
首
輪
に
名
札
な
ど
を
つ
け
、
飼
い

主
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る

③
近
隣
で
ふ
ん
・
尿
を
さ
せ
な
い
よ

う
に
、
ト
イ
レ
の
し
つ
け
を
す
る

④
繁
殖
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
避

妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
る

　
犬
の
ふ
ん
・
尿
の
放
置
に
関
す
る

苦
情
や
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。
愛

犬
も
あ
な
た
の
家
族
で
す
。
知
ら
な

い
う
ち
に
他
人
に
迷
惑
を
か
け
て
い

ま
せ
ん
か
。
快
適
に
愛
犬
と
暮
ら
す

た
め
に
も
愛
情
と
責
任
を
も
っ
て
飼

い
ま
し
ょ
う
。
　

　
生
後
91
日
以
上
経
過
し
た
犬
を
飼

う
と
き
は
、
狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ

き
、
30
日
以
内
に
飼
犬
登
録
が
必
要

で
す
（
一
生
涯
に
１
回
の
登
録
）。

ま
た
、
毎
年
１
回
狂
犬
病
予
防
接
種

を
受
け
さ
せ
、
飼
い
犬
に
鑑
札
お
よ

び
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を
装
着
す

る
こ
と
が
飼
い
主
の
義
務
で
す
。

　
な
お
、
飼
い
犬
を
散
歩
さ
せ
る
と

き
は
リ
ー
ド
を
つ
け
て
犬
を
制
御
で

き
る
人
が
行
い
、
ふ
ん
・
尿
の
後
始

末
は
責
任
を
も
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
首
輪
な
ど
は
き
つ
く
締

め
、
リ
ー
ド
を
適
切
な
長
さ
に
保
ち
、

歩
行
者
な
ど
に
不
安
を
与
え
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

①
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
、
正

し
く
し
つ
け
る

②
公
園
な
ど
公
共
の
場
所
で
は
決
し

て
放
さ
な
い
よ
う
に
す
る

③
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
う

④
繁
殖
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
避

妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
る

　
最
近
、
カ
ラ
ス
が
ご
み
袋
を
食
い

散
ら
か
す
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
都
市
部
に
飛
来
す
る
カ
ラ
ス

の
多
く
は
、
人
間
が
出
す
生
ご
み
を

エ
サ
に
す
る
た
め
集
ま
り
、
集
団
で

広
範
囲
に
わ
た
り
行
動
し
て
い
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
カ
ラ
ス
の
被
害
を
な

く
す
た
め
、
ご
み
を
出
す
と
き
は
、

次
の
よ
う
な
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
み
を
出
す
と
き
の
工
夫

①
収
集
日
当
日
に
出
す

②
ふ
た
が
付
い
た
ポ
リ
容
器
に
入
れ

て
出
す
か
ご
み
散
乱
防
止
ネ
ッ
ト

な
ど
を
活
用
す
る

③
食
品
の
ム
ダ
や
食
べ
残
し
を
少
な

く
し
生
ご
み
を
減
ら
す

④
ご
み
袋
か
ら
生
ご
み
が
見
え
な
い

よ
う
に
す
る

問
合
　
環
境
課
（
市
役
所
２
階
21
番

窓
口
）

外
来
生
物
　

飼
う
前
に
よ
く
考
え
よ
う
！

猫
と
仲
良
く

共
存
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

マ
ナ
ー
を
守
り

犬
を
正
し
く
し
つ
け
よ
う

ご
み
を
カ
ラ
ス
に

荒
ら
さ
れ
な
い
た
め
に

守って
ほしい

４つのこと
。

犬や猫などのペットは、飼い主にとっては家族同然。でも、マナーを守らなければ周囲に迷惑をか
けてしまいます。また、日本の生態系をおびやかす外来生物の飼養にも注意が必要です。どうぶつ
たちと同じ環境で、私たちが快適に暮らしていくために心がけておきたいことをまとめました。

どうぶつといっしょに
暮らすために。
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自主防災ねっとあさひのメンバー

日本語教室の様子

「喫茶 ちょっと･ひととき」のメンバー

泉大津でがんばる市民団体を紹介します。

市民活動の
Vol.8「自主防災ねっとあさひ」
「旭町はひとつの家族」！
災害時に備え、全世帯の安否確認活動を実施
　近々起こるかも知れない「南海トラフの巨大地震」
などの大災害に備えて、旭町自治会では「自主防災ねっ
とあさひ」を平成 8 年度に立ち上げ、年間を通じてさ
まざまな防災活動に取り組んでいます。
　その一例として「旭町はひとつの家族」をモットー
に町内の全世帯の安否確認キャンペーン訪問活動を
行っています。近隣の状況に一番精通している班長を
訓練リーダーに指名し、自治会役員、防災委員、福祉
委員、民生委員、老人会、子供会リーダー、青年団で
構成されたメンバーとともに、全会員宅を訪問する活
動です。例年土曜日の午後８時ごろの訪問活動でした
が、在宅率は 80％前後もあり、家族構成などの最新情
報を得ることができました。

　この活動を通じて、
ご近所同士の声のかけ
合いなど、日ごろのコ
ミュニケーションが大
切だと痛感させられま
した。
　また、若い世代が多
い新しい住宅街からも
多数の人たちに参加いただけたので、今後起こりうる
大災害の復興にも活躍していただけるものと確信が持
てました。
　今年度は、負傷者あるいは自力で避難できない人、
倒壊家屋などを設定し、消火器、担架、車椅子なども
使用する「模擬訓練」を行う予定です。模擬訓練は参
加者に事前に知らせない予定なので、より実際の災害
に近い状況での訓練ができると考えています。
　こうした防災活動を通じて近所同士の親睦、世代間
相互交流の促進および自治会活動に対する理解と認識
が深まっているのがありがたいことです。

Vol.9「泉大津日本語教室」
市内の外国人に日本語を教えています
　最近、日本在住の外国人が増加していますが、泉大
津市内にも、日本語が十分わからず日常生活に不便を
感じている人たちがいらっしゃると思います。
　そんな人たちのために、「泉大津日本語教室」では、
平成７年からボランティア活動として、日本語を教え
る活動を行っています。一人ひとりの日本語能力に合
わせて、読み・書き・会話などを丁寧に教えています。
年齢や国籍は問いません。日本語を学びたい人はぜひ
ご連絡ください。
日本語を教えるスタッフ募集！
　日本語を教えるボランティアスタッフも募集してい

ます。特別な資格や知
識は必要ありません。
「手伝いたい！」とい
うお気持ちがあれば十
分です。私たちと活動
してみませんか？まず
はお気軽にお電話くだ
さい。
日時　毎月第 2・第 4
日曜日　午後1時30分～3時（祝日は休み）
活動場所　勤労青少年ホーム
問合　企画調整課（☎33・9402）

Vol.10「喫茶　ちょっと・ひととき」
ほっとくつろげるほのぼの空間
土日の午前中、ぜひお越しください
　「喫茶　ちょっと・ひととき」は、毎週土・日曜日の
午前中、北豊中２丁目自治会館で開いている「喫茶店」
です。自治会館で喫茶店を開けば、若い人から高齢者、
お子さんにも自治会館を利用してもらえるのではない
か。また、地域の人同士で親睦を深め、コミュニケーショ
ンできる場になればと、平成25年にオープンしました。
　オープンに当たっては、出資金10万円でできるのか、
資金はどこから出すのか、欠損を出した場合誰が責任
を取るのか、自治会長が変わっても続けられるのか…
など、自治会内でいろいろな意見が出ました。その後
も話し合いを重ね、なんとか平成 25 年９月７日のプ
レオープンにこぎつけました。この日は関係者を無料
招待しました。
　そして同年９月 21 日、いよいよ本格的にオープン。
最初は注文を間違えて受けたり、作り方のミスをした
り、お客様にずいぶん叱られました。また、コーヒー

を早く出しすぎてご指
導を受けることもあり
ました。
　当初は町内の人が一
日に 20 人ほど来てく
れる程度でしたが、今
では一日平均 40 人近
くになってきました。
口コミで他町の人も増
えてきました。私たちスタッフ全員も楽しく、喜んで
ボランティア喫茶をやっています。
　オープンから欠かさず来る人も多く、１人でコーヒー
を飲みに来ても、ここに来ればたくさんの人と話がで
きます。スタッフの心こもったおもてなしがあり、ご
近所同士が和気あいあいとした雰囲気でふれ合えるほ
のぼのした喫茶店です。ぜひ、一度お越しください。
開店日時　毎週土・日曜日の午前９時～正午（ラスト
オーダー　午前11時30分）
場所　北豊中２丁目自治会館

連
載

自主防災ねっとあさひのメンバー

日本語教室の様子

「喫茶 ちょっと･ひととき」のメンバー
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